
 

 

 

 

 

 

 

 

阿南東部高齢者お世話センターだより

り 

 

阿南高齢者お世話センターのホームページはこちら→       
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     日常生活自立支援事業について       

判断能力に不安があり支援が必要な人を対象に、本人との契約により以下の事につい

て支援します。 

✌福祉サービスの利用援助（基本） 

 ・様々な福祉サービスの利用に関する情報提供・相談 

 ・福祉サービスについての苦情解決や制度を利用する際の手続きの援助 

  住宅に関すること、日常生活上の消費契約に関することー行政手続きに関するこ

と、その他福祉サービスの適切な利用のための援助 

 ・福祉サービスの利用料を支払う手続き 

✌日常的金銭管理サービス 

 ・年金及び福祉手当の受領に関する手続き 

 ・医療費を支払う手続き 

 ・税金や社会保険料、公共料金を支払う手続き 

 ・日用品の代金を支払う手続き 

 ・上記の支払いに伴う、預金の払い戻し、預金の解約、預金の預け入れの手続き 

✌書類等預かりサービス 

 預かり証を作成し、社協金庫もしくは金融機関貸金庫で保管します。保管できるの

は、以下の書類等です。 

 ・年金証書・預貯金の通帳・権利証・契約書類・保険証書・実印・銀行印 

 ・その他、保管することが妥当と認めた書類（カードを含む） 

  

 

阿南市宝田町今市  

金剛寺４３ 

特別養護老人ホーム 

阿南荘内 

☎２２－４５７７ 

 

   

 

 

 

        みなさん気を付けてください！！         

次のような相談がありました。 

８０歳代女性 一人暮らし。 

自宅に電話がかかってきて、「いらない陶器ないで？」と言われた。ちょうど家の中の

片づけをしていたので、住所を教えた。 

男性が二人、自宅にやってきた。玄関先で応対していたが、男性は「お金を払う。」とし

きりに言い、一人が家の中まで入ってきた。「ほかにいらない貴金属はないで？」という

ため「ない。」言ったが帰ってくれなかった。 「警察を呼ぶ。」というと、「呼んだらい

い。」と言われた。 

 警察に電話をしているうちに帰ってしまっていた。 

 その後警察官３人が家にきて、状況を説明した。 

 

    「陶器はないで？」と話をもちかけ、訪問してから貴金属を要求するのは違反です。 

    住所を教えるのは危険です。 

          救急車利用リーフレット           

救急車を呼ぶかどうか、緊急性が高いかどうかを判断するための

リーフレットです。 

✌高齢者版✌成人版✌こども版 があります。 

付帯資料として、 

✌用意するもの・伝えること✌聞かれる内容 

の資料を閲覧できます。 

 

 

 

救急車お役立ち 

ポータルサイト 

ＱＲコード 

👀小地域見守りネットワーク会議 開催👀 

７月２２日中野島地区の小地域見守りネットワークを開催しました。小地域見守りネ

ットワークは、地域ごとに関係者が集まり、支援を必要とする高齢者やその世帯を発見

するために、行っています。 

この地区では小学校とご近所デイサービスの会場が災害時の避難所になっています。

以前は大雨の時浸水することがあり、そのため自宅の土台を高くしているところが多い

そうです。 

また、認知症高齢者を皆で探したこともあり、今後同様の事が起こった場合に備えて

連絡網を作ってはどうか？という意見も出ていました。 

   

 

 

 

 


